障第918号
令和８年１月13日　
　　関係者各位

　
岩手県保健福祉部障がい保健福祉課総括課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和７年度岩手県入院者訪問支援員養成研修の開催について

精神保健福祉施策の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、県では、改正精神保健福祉法により創設された入院者訪問支援事業の実施のため、訪問支援員を養成することを目的に、標記研修会を別添実施要領のとおり開催することとしました。
つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、関係職員の方の受講について、御配慮くださいますようよろしくお願いいたします。

記
１　日時

令和８年２月18日（水）　10：00～15：30
２　方法・場所

　　参集型研修　
　　キオクシアアイーナ　501号室　【岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目７番１号】
３　研修内容　

別添実施要領のとおり

４　対象者

精神障がい者の支援に関わる精神保健医療福祉関係者
1 岩手県内の精神保健福祉士、相談支援専門員、看護師等の看護職、弁護士、臨床心理士。公認心理師、作業療法士等の有資格者
2 傾聴ボランティア、精神保健ボランティアの活動経験者で、当事者支援に実績のある方
3 保健福祉関係の行政職員（市町村、保健所、県広域振興局等の保健師、障がい福祉担当職員等）
4 その他　一般公募（訪問支援員としての活動に意欲のある方）等
５　その他　
　・本研修の受講の前に、厚生労働省が案内しているオンライン形式の講義の修了が必要になります。
詳細は、受講決定の案内の際にお知らせします。

・本研修の全課程を受講した方に「修了証書」を交付します。
・標記研修受講者は、原則訪問支援員として登録していただく予定として考えております。訪問支援員を希
望する場合は、県への登録が必要となります。研修終了後に訪問支援員としての意向を改めて確認させて
いただきます。
・別紙申込書により　令和８年１月30日（金）必着でメールまたはFAXにて申し込むこと。
 メール：AD0006@pref.iwate.jp
　 　　FAX ：019-629-5454
	担当：こころの支援担当　大森
TEL：019-629-5450

FAX：019-629-5454


